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○特記仕様書について 

下記の特記仕様書（例）を参考に建設副産物に関する事項を特記

仕様書等に明示する。 

【建設副産物】 

１．共通事項 

 １）「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」

を作成する場合は、「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩ

Ｓ）」により作成し、施工計画書に含めて提出すること。施工計

画書に含めて監督職員へ提出すること。 

また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実

施書」及び「再生資源利用促進実施書」を同システムにより作成

し提出すること。併せて、「建設副産物情報交換システム工事登

録証明書」を同システムから出力し提出すること。 

 ２）～４）略 

２～５略 

【建設リサイクル法】 

１．特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置 

１）略 

２）受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了し

たときは、建設リサイクル法第 18条に基づき、以下の事項を「再

資源化等報告書」（様式１）に記載し、監督職員に報告すること

とする。 

・再資源化等が完了した年月日 

・再資源化等した施設名称及び所在地 

・再資源化等に要した費用 

なお、書面に添付する 「再生資源利用実施書」及び「再生資源利

用促進実施書」は「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩ

Ｓ）」を用いて作成したものを使用するものとする。 

○特記仕様書について 

下記の特記仕様書（例）を参考に建設副産物に関する事項を特記仕

様書等に明示する。 

【建設副産物】 

１．共通事項 

１）「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を

作成する場合は、「建設副産物情報交換システム（コブリス・プラ

ス）」により作成し、施工計画書に含めて提出すること。施工計画

書に含めて監督職員へ提出すること。 

また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施

書」及び「再生資源利用促進実施書」を同システムにより作成し提

出すること。併せて、「コブリス・プラス登録済確認書」を同シス

テムから出力し提出すること。 

２）～４）略 

２～５略 

【建設リサイクル法】 

１．特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置 

１）略 

２）受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了した

ときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を「再資

源化等報告書」（様式１）に記載し、監督職員に報告することとす

る。 

・再資源化等が完了した年月日 

・再資源化等した施設名称及び所在地 

・再資源化等に要した費用 

なお、書面に添付する 「再生資源利用実施書」及び「再生資源利

用促進実施書」は「建設副産物情報交換システム（コブリス・プラ

ス）」を用いて作成したものを使用するものとする。 
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